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平成３０年３月２６日

居宅サービス事業所の管理者様  

地域密着型サービス事業所の管理者様  

介護予防サービス事業所の管理者様  

地域密着型介護予防サービス事業所の管理者様  

居宅介護支援事業所の管理者様  

介護予防支援事業所の管理者様  

介護保険施設の管理者様  

高齢者施設の管理者様  

新潟市福祉部介護保険課長 

介護保険サービス事業等の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例等の 

一部改正について（通知） 

 日頃より，本市の介護保険事業にご理解とご協力をいただき，厚く御礼申し上げます。 

 さて， 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の制定に基

づき，「指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」

の公布により，各種基準省令が改正されたことから，下記の関連条例について，所要の改正を行

い，平成３０年３月２０日に公布し，平成３０年４月１日から施行することとしています。 

 これらの条例の改正については下記のとおりですので，事業の実施に当たっては，これらを了

知のうえ，条例を遵守し適正に運営するようお願いいたします。 

記 

１． 改正する条例 

条例１ 新潟市老人デイサービスセンター条例 

条例２ 新潟市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

条例３ 新潟市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

条例４ 新潟市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

条例５ 新潟市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営の基準に関する条例 

条例６ 新潟市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営の基準に関する条例 



条例７ 新潟市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営の基準に関する条例 

条例８ 新潟市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営の基準に関する条例 

条例９ 
新潟市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例 

条例 10 

新潟市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関す

る条例 

条例 11 新潟市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営の基準に関する条例 

条例 12 新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例 

条例 13 
新潟市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例 

２． 主な改正点 

（１） 共生型サービスの創設 

関連する条例 条例５，６，９ 

関連するサービス等
訪問介護，通所介護，地域密着型通所介護， 

（介護予防）短期入所生活介護 

６５歳になっても馴染みの事業所から引き続きサービス提供を受けられるよう，障がい福

祉サービス事業者が，共生型介護保険サービスの指定を受けやすくする特例の緩和措置を設

け，それらのサービスに対応する基準を制定しました。 

◎ 人員や設備に関する基準

障がい福祉サービスの利用者と介護保険サービスの利用者を合算した利用者数に対して，

障がい福祉サービスの人員基準を満たせばよい。また，介護保険サービスの利用者専用の設

備を備える必要はなく，障がい福祉サービスの設備を共用できる。（障がい福祉サービスの

基準に準拠。） 

◎ 運営に関する基準

運営規程の作成，苦情処理の受付体制の整備，事故発生時の対応，記録の整備など，これ

らの運営に関する基準は介護保険サービスの基準に準拠します。 

◎ その他

サービスの質を確保する観点から，共生型サービスを提供する事業所は，他の介護保険サ

ービス事業所から技術的支援を受けていることが要件となります。 



（２） 医療との連携 

関連する条例 条例１２，１３ 

関連するサービス等 居宅介護支援，介護予防支援 

① 利用者に係る情報の提供を受けたときは，利用者の服薬状況，口腔機能その他の利用者

の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを，利用者の同意を得たうえ

で，主治医若しくは歯科医師又は薬剤師に提供することとします。 

② 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合は，利用者の同意を得て主治医又は

歯科医師の意見を求めることとしていますが，その後，居宅サービス計画等を作成した際

には，当該居宅サービス計画等を主治医等に交付することとします。 

（３） 身体的拘束の適正化 

関連する条例 条例２～１１ 

関連するサービス等

軽費老人ホーム，養護老人ホーム，特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）， 

（介護予防）特定施設入居者生活介護，（介護予防）認知症対応型共同生活介護， 

地域密着型特定施設入居者生活介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，

介護老人保健施設，介護療養型医療施設

身体的拘束の適正化を図るために，①当該事項を検討する委員会を３月に１回以上開催

し，その結果について，介護職員等に周知徹底を図ること，②身体的拘束に関する指針を整

備すること，③介護職員等に対し，研修を定期的に実施することなどの措置を講じなければ

なりません。 

（４） 公正中立なケアマネジメントの確保 

関連する条例 条例１２ 

関連するサービス等 居宅介護支援 

① 管理者の要件を，主任介護支援専門員とします。 

② 介護支援専門員は，居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位

置付ける場合にあっては，その利用の妥当性を検討し，当該居宅サービス計画に訪問介護

が必要な理由を記載するとともに，当該居宅サービス計画を市に届け出ることが必要とな

ります。 

（５） 看護職員が提供する（介護予防）居宅療養管理指導の廃止 

関連する条例 条例５，９ 

関連するサービス等 （介護予防）居宅療養管理指導 



報酬体系の簡素化の観点から，算定実績が著しく低い看護職員が提供する（介護予防）居

宅療養管理指導を廃止することとなりました。 

（６） 全国平均貸与価格等の表示 

関連する条例 条例５，９ 

関連するサービス等 （介護予防）福祉用具貸与 

① 福祉用具が適切に選定され，使用されるよう，福祉用具の機能，使用方法，利用料のほ

かに，あらたに全国平均貸与価格等に関する情報も提供することとします。 

② 同様に，同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報につい

ても情報を提供することとします。 

３． 施行日 

平成３０年４月１日 

 ※ただし，（４）②，（５），（６）①については平成３０年９月３０日まで，（４）①について

は平成３３年３月３１日までの経過措置とします。 


